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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケージの側面、背面、天面、前面のうちの少なくとも一つの面が板材からなり、
　前記板材に、物品を取り付けるための横長穴が縦方向および横方向に複数個設けられ、
　前記物品が、ネット部の外側に複数の取付部を設けたワイヤネットであることを特徴と
する小動物用ケージ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小動物、特に壁面をよじ登る習性をもつ小動物の飼育に適したケージに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　小動物を室内で飼育するためのケージには壁面が板材で構成されたものと金網で構成さ
れたものがあり、動物の種類によって使い分けられている。例えば、フクロモモンガのよ
うに樹上生活を習性とする動物はケージ内の高い場所で排泄するので、排泄物がケージ外
に飛び散るのを防ぐために壁面が板材で形成されたケージが好んで使用される。また、ケ
ージの壁面には、給水器の他、ステップや足場となるワイヤネット等の物品が取り付けら
れる（非特許文献１、２参照）。
【０００３】
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　非特許文献１、２に記載されたケージは、側板に丸穴を設けて種々の物品をボルトで取
り付けるようにしたものである。また、非特許文献２のケージは側板として縦横に多数の
丸穴を設けたパンチングボードを用いている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】商品名「ケースバイケース６０Ｌ」、２０１６年１２月２２日検索、イ
ンターネット〈URL：http://store.shopping.yahoo.co.jp/heaven-y/4423.html?sc_e=syd
r_sspdspro#ItemInfo&__ysp=44Oi44Oi44Oz44KsIOOCseODvOOCuA%3D%3D〉
【非特許文献２】商品名「フクロモモンガ専用飼育ケージ７５」、２０１６年１２月２２
日検索、インターネット〈URL：http://store.shopping.yahoo.co.jp/nexxtshop/HAAH-20
2.html〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、非特許文献１のケージは物品の取り付け位置が丸穴の位置に限定されるため、
自由に取り付け位置を変更することができない。しかも、複数本のボルトで取り付ける物
品については、ボルトの間隔がケージの丸穴の間隔に一致していなければ取り付けること
ができない。非特許文献２のケージの側面はパンチングボードであるから取り付け位置を
変更できるが、それでも複数本のボルトで取り付ける物品はボルトの間隔と丸穴の間隔の
一致が必要である。このように、取り付け可能な物品がボルト等の取付具の位置によって
限定されるために、物品はケージの専用品として供給されることが一般的である。
【０００６】
　ケージ内に取り付ける物品の種類や取り付け位置は飼育する小動物の習性によって異な
る。このため、多様な物品を所望の位置に取り付けることができる汎用性の高いケージが
望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述した背景技術に鑑み、多様な物品を所望の位置に取り付けることができ
る汎用性の高いケージの提供を目的とする。
【０００８】
　即ち、本発明は下記［１］［２］に記載の構成を有する。
【０００９】
　［１］ケージの側面、背面、天面、前面のうちの少なくとも一つの面が板材からなり、
　前記板材に、物品を取り付けるための横長穴が縦方向および横方向に複数個設けられて
いることを特徴とする小動物用ケージ。
【００１０】
　［２］前記物品が、ネット部の外側に複数の取付部を設けたワイヤネットである前項１
に記載の小動物用ケージ。
【発明の効果】
【００１１】
　上記［１］に記載のケージは、側面、背面、天面、前面のうちの少なくとも一つの面を
構成する板材に、複数個の横長穴が縦方向および横方向に設けられている。これらの横長
穴には、横方向の任意の位置に物品を取り付けるための取付具を係合できる。２つの取付
具で取り付ける物品では、２つの取付具は対応するそれぞれの横長穴の任意の位置に係合
できるので、２つの横長穴に係合可能な取付具の間隔の範囲が拡大される。そして、横長
穴の係合可能範囲内であれば物品における取付具の位置を変更することができるので、取
付可能な物品の範囲が拡大され、ひいてはケージの汎用性が高まる。
【００１２】
　上記［２］に記載のケージでは、足がかりとなるワイヤネットを取り付けることによっ
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て、フクロモモンガのような壁面をよじ登る習性をもつ小動物の良好な飼育環境を形成で
きる。ワイヤネットは複数、例えば２つの取付部が設けられているので、同じ高さの２つ
の横長穴のみならず異なる高さにある２つの横長穴にも取付可能であり、かつ各横長穴に
おける横方向の係合可能範囲が広いので、ワイヤネットの取付位置を様々に変更すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の小動物用ケージの全体斜視図である。
【図２】ケージの連結部を示す断面図である。
【図３】ステップの取り付け方法を示す斜視図である。
【図４】コーナー用ステップの取り付け方法を示す斜視図である。
【図５】ワイヤネットの取り付け方法を示す斜視図である。
【図６】環の取り付け方法を示す斜視図である。
【図７】２つの取付具の係合可能範囲を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１～図７に、本発明の小動物用ケージの一実施形態を示す。
【００１５】
　ケージ１は、それぞれ樹脂製の底板１０、背板２０、左右の側板３０、前板４０、扉板
５０および天板６０を組み立てた箱型である。
【００１６】
　扉板５０を除く各板は、一方の板の端面から突出する連結爪を他方の板に穿設された連
結穴に差し込んで固定することによって連結されている。図２は、連結部の例として、背
板２０と側板３０の組み付け部分に形成される連結部１００を示している。本図に示すよ
うに、前記背板２０の側板３０側の端面に連結爪２１が突設され、前記側板３０に連結穴
３１が穿設されている。そして、前記連結爪２１を連結穴３１に差込んで側板３０の外面
に突き出させ、突き出された連結爪２１の溝２２にゴムリング２３を嵌める。前記ゴムリ
ング２３の外周寸法は連結穴３１の開口寸法よりも大きいので、ゴムリング２３の装着に
よって連結爪２１は連結穴３１から抜けなくなり、連結部１００が形成される。
【００１７】
　上記の構造の連結部１００が、底板１０と背板２０の組み付け部に２箇所、背板２０と
左右の側板３０とのそれぞれの組み付け部に４箇所、底板１０と左右の側板３０とのそれ
ぞれの組み付け部に２箇所、前板３０の左右と左右の側板３０のそれぞれの組み付け部に
２箇所、背板２０と天板６０の組み付け部に２箇所、天板６０の左右と左右の側板３０の
それぞれの組み付け部に３箇所形成され、箱型に組み立てられている。
【００１８】
　前記前板４０の下端は底板１０の下端よりも高い位置で左右の側板３０に連結され、前
板４０の下端と底板１０の間の隙間に引き出し型のトレイ７０が差し込まれている。
【００１９】
　前記前板４０の上端は側板３０の高さ方向の約１／２の位置にあり、前板４０の上に出
入口が形成されている。前記出入口を塞ぐ扉板５０は、下端近くに左右の側板３０に向か
って突出する小突起５１を有し、前記小突起５１が左右の側板３０に穿設された縦長の係
止穴３２に挿入され、前記扉板５０は突起５１を軸として側板３０に回動可能に連結され
ている。また、前記扉板５０の上端部の左右には側板３０側に向かって突出する係止爪５
２を有し、側板３０の上端に前記係止爪５２を嵌め込む係止溝３３が形成されている。前
記出入口を開く場合は、扉板５０を上方に持ち上げて下端の突起５１を縦長穴３１内でス
ライドさせて係止爪５２を溝３３から外し、扉板５０を手前に引きながら回動させる。前
記出入口を閉じる場合は、扉板５０を回動させ、扉板５０を一旦持ち上げてから左右の係
止爪５２を左右の側板３０の係止溝３３に係止させる。
【００２０】
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　前記天板６０は背板２０および側板３０の上端よりも低い位置で背板２０および側板３
０に連結されている。そして、左右の側板３０に仕切り板７１を連結することにより、天
板６０上に飼育用品の収納スペース７２が設けられている。
【００２１】
　前記背板２０、側板３０および天板６０には、連結部１００用の連結穴および扉板５０
用の係止穴３２の他に種々の穴が形成されている。前記背板２０には横長穴２４とコード
用穴２５が設けられている。前記側板３０には、多数の横長穴３４と長短の縦長穴３５、
３６設けられている。前記横長穴３４は縦方向（ケージの上下方向）および横方向（ケー
ジの前後方向）の両方向に複数個が設けられている。前記天板６０には円形穴とその周囲
に放射状に配置された複数のしずく形穴が形成されている。
【００２２】
　上記の穴のうちの背板２０の横長穴２４、側板３０の多数の横長穴３４、天板６０の円
形穴は物品の取り付け穴として用い、ボルトとナット等の取付具を用いて物品を壁面に固
定する。また、前記側板３０の長短の縦長穴３５、３６は給水器の取付に使用され、天板
６０のしずく形穴は装飾を兼ねた空気穴として機能する。
【００２３】
　図３～６に側板３０の横長穴３４または背板２０の横長穴２４を用いた物品の取り付け
例を示す。
【００２４】
　図３に示すように、長方形のステップ８０は小口面に２個のハンガーボルトの木ねじ部
が埋め込まれてボルト８１が突出している。これらのボルト８１を側板３０の２つの横長
穴３４に差込み、側板３０の外側でワッシャー８２と蝶ナット８３を用いて固定する。
【００２５】
　図４に示すように、扇型のコーナー用ステップ８５は当て板８６に穿った２個の穴にそ
れぞれボルト８７に通し、ボルト８７を側板３０の横長穴３４および背板２０の横長穴２
４に差込み、側板３０および背板２０の外側でワッシャー８２と蝶ナット８３を用いて固
定する。
【００２６】
　図５に示すように、ワイヤネット９０は、直径の異なる複数個の円形ワイヤを同心配置
して４本の親骨９０ｂで連結したネット部９０ａと、４本のうちの２本の親骨９０ｂをネ
ット部９０ａの外側に延長して先端に形成された取付用の環９１を有している。前記ワイ
ヤネット９０は、環９１にケージ１内から通したボルト８７を２つの横長穴３４に差込み
、ナット９２で固定する。また、側板３０を保護するために、側板３０の両面にワッシャ
ー８２を装着する。図示した取り付け例では、２本のボルト８７を高さの異なる横長穴３
４に係合させている。ワイヤネット９０は壁面に沿わせて取り付ける物品であり上下左右
に関係なく使用できるので、同じ高さにある横長穴３４でも異なる高さにある横長穴３４
のどちらに取り付けても使用できる。図５は異なる高さにある２つの横長穴３４に取り付
けた例である。
【００２７】
　前記ワイヤネット９０は小動物が壁をよじ登る際の足がかりとなる遊具である。例えば
フクロモモンガは壁をよじ登る習性があり、床から天井近くまで足がかりを設置すること
によって良好な飼育環境を形成できる。図３、４のステップ８０、８５でもステップ伝い
に上下移動することはできるが、ワイヤネット９０であれば出っ張りが無いので一気によ
じ登ることができる。前記ワイヤネット９０は取付部として２つの環９１を有しているの
で、同じ高さの２つの横長穴３４のみならず異なる高さにある２つの横長穴３４にも取付
可能であり、かつ各横長穴３４における横方向の係合可能範囲が広い。このため、ワイヤ
ネット９０の取付位置を様々に変更することができる。また、ワイヤネット９０の取付可
能位置が多様であるから、複数のワイヤネット９０や形状の異なる複数のワイヤネットを
用いても床から天井近くまで足がかりを形成することができる。なお、ワイヤネットの取
付部の数は２個に限定されず、３個以上であってもよい。また、環９１（取付部）をネッ
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ト部９０ａの外側に設けているので足がかりの邪魔にならない。
【００２８】
　図６に示すように、フック受け用の環９５は取り付け穴９６にボルト８７を通して横長
穴３４に差込み、ワッシャー８２とナット９２で固定する。
【００２９】
　横長穴２４、３４は横方向の任意の位置にボルト等の取付具を係合でき、取付具の係合
可能範囲が広い。
【００３０】
　図３のステップ８０や図５のワイヤネット９０のように２本のボルト８１、８７で側板
３０に取り付ける物品では、２本のボルト８１、８７は対応するそれぞれの横長穴３４の
任意の位置に係合できるので、２つの横長穴３４に係合可能な２本のボルト８１、８７の
間隔は唯一ではなく幅をもっている。また、係合可能範囲内であれば左右にシフトさせる
こともできる。
【００３１】
　図７は隣接する２つの横長穴３４Ａ、３４Ｂのそれぞれに取付具９３Ａ、９３Ｂを係合
する例を示している。前記横長穴３４Ａ、３４Ｂは、横方向に間隔Ｐで形成された複数の
横長穴３４のうちの２つである。図面に向かって左側の取付具９３Ａは横長穴３４Ａの左
端ＡＬから右端ＡＲまでの任意の位置に係合でき、同様に右側の取付具９３Ｂは横長穴３
４Ｂの左端ＢＬから右端ＢＲまでの任意の位置に係合できる。従って、２つの取付具９３
Ａ、９３Ｂが横長穴３４Ａ，３４Ｂに係合できる最小間隔ＳｍｉｎはＡＲからＢＬまでの
寸法であり、最大寸法ＳｍａｘはＡＬからＢＲまでの寸法である。これらの寸法は横長穴
３４の形成間隔Ｐに対してＳｍｉｎ＜Ｐ＜Ｓｍａｘの関係にあり、２つの取付具９３Ａ、
９３Ｂは、それらの間隔が横長穴３４の形成間隔Ｐよりも小さい場合でも大きい場合でも
係合可能である。即ち、横長穴３４の係合可能範囲内であれば物品における取付具の位置
を変更することができる。図７は隣接する２つの横長穴３４に係合させる例であるが、１
つ飛ばし、２つ飛ばし、…の横長穴に係合する場合も同じであり、２つの取付具は、それ
らの間隔が横長穴３４の形成間隔Ｐの２倍（１つ飛ばし）、３倍（２つ飛ばし）、…より
も小さい場合でも大きい場合でも係合可能である。また、図５のように２つの取付具を異
なる高さにある横長穴３４に係合する場合も係合可能範囲が拡大される。
【００３２】
　図４のコーナー用ステップ８５は取り付け位置をシフトさせることはできないが、コー
ナー用ステップ８５におけるボルト８７の位置を横長穴２４、３４の係合可能範囲内で変
更することができる。図６の環９５は横長穴３４内で係合位置左右にシフトすることがで
きる。
【００３３】
　殆どの物品は、設計時に設定された取付具の取り付け位置を変更することができない。
このような物品に対し、本発明はケージの取り付け用の穴の形状を横長にすることによっ
て、物品側の取付具の位置がケージの穴の位置に合わないために取り付け不可能であった
物品も取り付け可能になる。そして、取り付け可能な物品の範囲を拡大することによって
ケージの汎用性を高めることができる。
【００３４】
　上記の横長穴は左右方向に複数個を設ければ取付具の間隔が異なる物品の取り付け可能
になる。そして、上下方向にも複数個の横長穴を設けることで取り付け位置の高さも選択
できる。複数の横長穴は上下左右に整列配置することも、図１のように縦方向の列が左右
の隣りの列と互い違いになる千鳥状配置にすることもできる。また、横長穴の寸法は限定
されず、横方向の寸法が異なる穴を混在させることもできる。側板に形成された穴はケー
ジのデザインとしても有用である。
【００３５】
　また、複数個の横長穴を設ける面は側面に限定されず、前面、天面、背面に設けること
もできる。図１のケージ１は前面に出入口を設けているので、構造上の都合で前面に横長
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穴を設けていないが、他の面に出入口を設けて前面に横長穴を設けることがある。また、
天面に横長穴を設けた場合は巣箱のようなぶら下げる物品の取り付けに好適である。本発
明は、ケージの側面、背面、天面、前面のうちの少なくとも一つの面が板材からなり、そ
の板材に複数個の横長穴が縦方向および横方向に設けられていることが要件である。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は壁面に物品を取り付けて使用する小動物用のケージとして好適に使用される。
【符号の説明】
【００３７】
１…ケージ
１０…底板
２０…背板
２４、３４…横長穴
３０…側板
３４…横長穴
４０…前板
５０…扉板
６０…天板
８０…ステップ（物品）
８１…ボルト
８５…コーナーステップ（物品）
８７…ボルト
９０…ワイヤネット（物品）
９５環…（物品）

【図１】 【図２】
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